
２
面
＝
確
定
申
告
　
３
面
＝
町
職
員
の
給
与
　
４
・
５
面
＝
平
成

12
年
度
決
算
　
６
面
＝
臨
時
職
員
募
集

７
面
＝
フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー

ス
　
８
面
＝
お
知
ら
せ

今月号の

主な内容

本
町
で
は
、
す
ば
ら
し
い
自
然
環
境

を
保
全
し
、
ゆ
と
り
と
潤
い
の
あ
る
環

境
を
創
造
す
る
た
め
一
昨
年
に
「
猪
名

川
町
環
境
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条

例
」
を
制
定
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ

く
「
環
境
基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
し

た
。
加
え
て
、
本
町
の
シ
ン
ボ
ル
と
も

言
う
べ
き
猪
名
川
の
保
全
活
動
と
し
て

住
民
・
事
業
所
な
ど
と
一
体
に
な
っ
た

「
清
流
猪
名
川
を
取
り
戻
そ
う
町
民
運

動
」
を
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
町
と
し
て
も

自
ら
が
率
先
し
、
町
行
政
活
動
に
お
け

る
環
境
負
荷
の
低
減
を
図
る
こ
と
に
よ

り
住
民
の
み
な
さ
ん
に
も
改
め
て
環
境

に
つ
い
て
考
え
て
い
た
だ
く
き
っ
か
け

と
し
て
Ｉ
Ｓ
Ｏ
（
ア
イ
エ
ス
オ
ー
）
１

４
０
０
１
の
認
証
取
得
宣
言
を
し
た
と

こ
ろ
で
す
。

スイスのジュネーブに本部

のある「国際標準化機構」の

ことで、国際的な取引や協力

を促進するため、あらゆる分

野で国際的な規格の制定を行

っています。ＩＳＯ１４００

１は、「環境関連法規の遵守」

のもとに、自ら「汚染の予防」

を含めた環境目的・目標を定

め、それを組織的に実施し、

さらに、「継続的な改善」を行

うしくみ（マネジメントシス

テム）の国際規格で庁内の内

部審査と民間の外部審査登録

機関が行う厳しい審査を受け、

合格しないと認証取得できま

せん。

また、認証取得しても毎年

の定期審査、３年ごとの更新

審査を受け合格しなければ、

認証を返還することになりま

す。

この度は、本庁舎、第ニ庁

舎、分庁舎の３施設について

の取得を目指しており、今後、

他の施設にも順次拡大する予

定です。

●
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
省
資
源
を
進
め

Ｉ
Ｓ
Ｏ
の
認
証
取
得
と
は
、
環
境
負

荷
を
低
減
す
る
し
く
み
（
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ
ム
）
を
確
立
し
、
確
実
に
実

施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
の

シ
ス
テ
ム
と
は
、
計
画
（

）、
実
施

（

）
、
点
検
（

）
、
見
直
し

（

）
の
頭
文
字
を
と
っ
て
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
と
い
わ
れ
て
お
り
、
こ
の

サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

継
続
し
た
改
善
を
目
指
し
ま

す
。こ

れ
ま
で
の
行
政
事
務
で

も
、
計
画
、
実
施
、
点
検
、
見

直
し
を
行
っ
て
い
ま
し
た
が
、

明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
を
シ
ス
テ
ム
化
し
、

す
べ
て
記
録
し
、
内
部
お
よ
び

外
部
監
査
に
よ
り
確
実
な
事
務

処
理
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。

▽
計
画
　
本
町
の
事
務
・
事
業
の
中

で
環
境
に
影
響
を
与
え
て
い
る
（
良
い

影
響
も
悪
影
響
も
含
む
）
活
動
を
把
握

し
、
そ
れ
を
改
善
ま
た
は
推
進
す
る
た

め
の
目
的
・
目
標
を
決
定
す
る
。
例
え

ば
、
15
年
度
末
ま
で
に
、
電
気
使
用
量

基
準
年
度
比
３
％
削
減
、
事
務
用
紙
使

用
量
基
準
年
度
比
10
％
削
減
、
エ
コ
マ

ー
ク
商
品
購
入
の
促
進
、
水
洗
化
人
口

２
万
７
０
０
０
人
な
ど
22
項
目

▽
実
施
　
責
任
体
制
を
明
確
に
し
、

目
的
・
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
順

書
を
作
成
し
、
実
施
す
る
。
ま
た
、
実

国国民民年年金金被被保保険険者者ののみみななささんんへへ

４月から国民年金の事務が変わります。

①①

②②

③③

④④

現在、町が行っている保険料納付業

務は４月から国（社会保険庁）が行う

ことになりました。そのため、保険料

納付書は、４月分より国から送付され

ます。

納付書についての問い合わせは、平

成1 4年度以降、尼崎社会保険事務所

（�0 6－6 4 8 2－1 6 3 1）が窓口となりま

す。

現在、保険料納付は市町の指定金融

機関が窓口となっていますが、４月か

らは、全国の郵便局、銀行、農協、信

用金庫、信用組合、労働金庫、国民年

金基金で、納付・口座振替ができるよ

うになります。

現在、保険料の納付が困難な人に対

する全額免除制度がありますが、４月

から新たに「半額免除」がスタートし

ます。所得が一定額以下の人で、申請

により保険料の半額を免除される制度

です。くわしくは町の国民年金係もし

くは尼崎社会保険事務所へ、問い合わ

せてください。

半額免除を受けた期間は、年金を受

けるために必要な受給資格期間に入り

ます。

半額免除を受けた期

間分の老齢基礎年金額

は、保険料を納めた場

合の３分の２として計算します。

※学生は納付特例があるので、半額免

除は適用されません。

夜間、定時制、通信制の学生も学生

納付特例の対象となります。

問い合わせは、保険課（�66－8712）

もしくは、尼崎社会保険事務所（�

06－6482－1631）へ。

現在、第３号被保険者（会社員や公

務員等に扶養されている配偶者）の届

出は市町が窓口となっていますが、４

月から、扶養者の勤め先が窓口となり

ます。第３号被保険者の資格取得など

の際は、健康保険の被扶養者届・第３

号被保険者届に年金手帳を添えて、扶

養者の勤め先に提出してください。ま

た、第３号被保険者の年金請求先は社

会保険事務所となります。

る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
経
費
の

削
減
が
図
れ
る
。

●
環
境
行
政
全
般
の
合
理
化
・
改
革

が
推
進
で
き
る
。

●
職
員
の
意
識
改
革
は
も
ち
ろ
ん
、

住
民
の
み
な
さ
ん
・
事
業
所
な
ど
に
環

境
へ
の
配
慮
が
浸
透
す
る
こ
と
が
期
待

で
き
る
。

●
外
部
審
査
に
よ
る
に
よ
る
公
平
性
、

透
明
性
、
客
観
性
の
確
保
と
継
続
的
改

善
へ
の
持
続
力
が
確
保
で
き
る
。

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
の
計
画
が
で
き
あ
が
り
、

２
月
か
ら
目
的
・
目
標
達
成
に
向
け
て

運
用
を
開
始
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、

室
内
温
度
の
適
正
管
理
、
休
憩
時
間
の

消
灯
、
近
距
離
に
お
け
る
公
用
自
転
車

の
利
用
、
使
用
済
み
封
筒
・
用
紙
の
再

利
用
等
53
項
目
に
わ
た
り
実
施
し
ま
す
。

こ
の
主
旨
に
つ
い
て
ご
理
解
と
ご
協

力
く
だ
さ
い
ま
す
と
と
も
に
、
住
民
の

み
な
さ
ん
に
お
か
れ
て
も
、
環
境
に
対

し
、
加
害
者
と
な
っ
て
い
な
い
か
今
一

度
生
活
を
見
つ
め
直
し
、
環
境
に
や
さ

し
い
行
動
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、

４
月
お
よ
び
６
月
に
外
部
審
査
登
録
機

関
に
よ
る
審
査
を
受
け
、
７
月
の
認
証

取
得
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
推
進
室
（
�

66
・
８
７
１
１
）
へ
。

「ＩＳＯ１４００１」とは？

問い合わせは、保険課国民年金係（�66－8712）へ。

施
に
あ
た
っ
て
は
、
み
な
さ
ん
へ
シ
ス

テ
ム
情
報
を
公
開
し
、
寄
せ
ら
れ
た
意

見
・
提
言
を
考
慮
し
可
能
な
範
囲
で
シ

ス
テ
ム
に
組
み
込
む

▽
点
検
　
手
順
書
に
基
づ
き
、
実
施

さ
れ
て
い
る
か
定
期
的
に
監
視
・
測
定

お
よ
び
記
録
し
、
実
施
さ
れ
て
い
な
い

場
合
は
、
是
正
す
る
。
ま
た
、
監
視
・

測
定
の
み
で
な
く
年
１
度
の
内
部
お
よ

び
外
部
監
査
に
よ
り
、
確
実
に
シ
ス
テ

ム
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
か
監
視
を
行

う
▽
見
直
し
　
点
検
の
結
果
、
シ
ス
テ

ム
に
問
題
が
あ
れ
ば
最
高
責
任
者
（
町

長
）
が
見
直
す

�
職
員
に
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
の
必
要
性
を
説

明
す
る
真
田
町
長

Ｉ
Ｓ
Ｏ
を
取
得
す
る
理
由

認
証
取
得
に
求
め
ら
れ
る
も
の

２
月
か
ら
運
用
開
始

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
と
は



広 　 報 　 い 　 な 　 が 　 わ 平成１4  年( 2 0 0 2年) 2 月１日 ＜２＞

町職員と特別職の給

与・報酬などの状況と職

員数についてお知らせし

ます。これは、住民のみ

なさんに職員給与の実態

を正しく知っていただく

ために公表するものです。

問い合わせは、総務課

（�66－8708）へ。

表１　人件費の状況（平成1 2年度普通会計決算）

歳　出
（Ａ）

千円
1 0 , 1 0 8 , 3 1 9

住 民
基本台帳

平成 1 3年
３月3 1日

現在
2 9 , 5 2 2人

実質収支

千円
3 9 3 , 7 4 2

人件費
（Ｂ）

千円
2 , 3 0 3 , 4 1 9

人件費率
（Ｂ／Ａ）

％
2 2 . 7 9

参　考

平成11年度
の人件費率
2 0 . 8 1％

表２　職員給与費の状況（平成1 3年度普通会計予算）

給　料

千円
1 , 0 6 8 , 1 7 9

職 員 数
（Ａ）

人
2 7 5

諸手当

千円
2 7 6 , 0 3 0

期末・
勤勉手当

千円
4 9 3 , 6 4 4

計（Ｂ）

千円
1 , 8 3 7 , 8 5 3

１人当たり
給与費

（Ｂ／Ａ）

千円
6 , 6 8 3

給 与 費

表３　職員平均給料月額及び平均年齢の状況（平成1 3年４月１日現在）

平均給料
月 額

平均給料
月 額

円
3 4 2 , 8 1 4

3 2 9 , 4 7 0 3 8 3 , 3 5 7 2 9 0 , 5 0 8 3 2 6 , 3 9 0

円
2 9 6 , 4 8 6

区　　分

猪名川町

国

平均給与
月 額

平均給与
月 額

円
4 1 0 , 3 7 9

円
3 7 4 , 4 0 2

平均
年齢

平均
年齢

歳
3 9 . 8
4 0 . 2 4 8 . 7

歳
4 0 . 3

一 般 行政 職 技 能 労 務 職

表８　特別職の報酬などの状況（平成1 3年４月１日現在）

給料または
報 酬 月 額

円
8 6 0 , 0 0 0

7 1 0 , 0 0 0

6 5 0 , 0 0 0

6 4 0 , 0 0 0

4 0 4 , 0 0 0

3 2 7 , 0 0 0

3 1 3 , 0 0 0

3 1 3 , 0 0 0

3 0 0 , 0 0 0

区　　分

町 長

助 役
収 入 役
教 育 長
議 長
副 議 長
常 任 委 員 長
議会運営委員長
議 員

表７　その他の手当（平成1 3年４月１日現在）

内　　　　　　　　　容

●配偶者 1 6 , 0 0 0円
●扶養親族のうち ２人目まで 各6 , 0 0 0円
・扶養親族でない配偶者がある場合そのうち １人 6 , 5 0 0円
・配偶者がない場合そのうち １人 1 1 , 0 0 0円
●その他 各3 , 0 0 0円

●借家等居住者
・家賃が 2 3 , 0 0 0円以下　　　　　　 家賃－ 1 2 , 0 0 0円
・家賃が 2 3 , 0 0 0円を超えるとき　　 1 1 , 0 0 0円＋(家賃－ 2 3 , 0 0 0円)÷2
●持家に居住する世帯主である職員 3 , 5 0 0円
●交通機関利用者
・運賃が 4 5 , 0 0 0円以下　　　　　　 全額支給
・運賃が 4 5 , 0 0 0円を超えるとき　　 4 5 , 0 0 0円＋(運賃－ 4 5 , 0 0 0円)÷2

（限度額 5 0 , 0 0 0円）
●自動車利用者
・通勤距離 に応じて 8 0 0円　～　 4 2 , 0 0 0円　　　
＊有料駐車場契約者については、 3 , 0 0 0円を限度に支給
●自動車以外の交通用具利用者
・通勤距離 に応じて 4 0 0円　～　 9 , 7 0 0円　

区分

扶

養

手

当

住
居
手
当

通

勤

手

当

町 長 、 助 役 、
収入役、教育長

月分
2 . 0 5

2 . 1

0 . 5

4 . 6 5

月分
2 . 0 5

2 . 1

0 . 5 5

4 . 7

期末手
当 議　員

６ 月 期

1 2 月 期

３ 月 期
計

※期末手当の基礎額には、役職

加算（給料・報酬月額、調整手

当の合計額の1 5％）が加えられ

ます。教育長は、期末手当と勤

勉手当に区別されています。

表５　期末・勤勉手当の状況

期末手当

月分
1 . 4 5
1 . 5 5
0 . 5 5
3 . 5 5

月分
0 . 6 0
0 . 5 5

－
1 . 1 5

区　分

６ 月 期

1 2 月 期

３ 月 期

計

勤勉手当

表６　退職手当の状況

自己都合

月分
2 1 . 0 0
3 3 . 7 5
4 1 . 2 5
6 0 . 0 0

月分
2 8 . 8 8
4 4 . 5 5
5 4 . 4 5
6 2 . 7 0

区　分

勤続 2 0年

勤続 2 5 年

勤続 3 0年

最高限度額

勧奨・定年

表４　職員の初任給

猪名川町

円
1 5 1 , 8 0 0
1 6 3 , 8 0 0
1 8 1 , 4 0 0

円
1 4 1 , 9 0 0

－
1 7 4 , 4 0 0

区　分

高 校 卒

短 大 卒

大 学 卒

国
職
員
の
給
与
は
、
毎
月
支
給
さ
れ
る

給
料
と
扶
養
、
住
居
、
通
勤
手
当
な
ど

の
諸
手
当
と
民
間
の
ボ
ー
ナ
ス
に
相
当

す
る
期
末
・
勤
勉
手
当
な
ど
で
す
。

こ
れ
ら
の
給
与
は
、
国
家
公
務
員
の

給
与
決
定
方
法
な
ど
に
準
じ
、
生
計
費
、

物
価
、
民
間
企
業
に
働
く
人
の
給
与
お

よ
び
国
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
の
職

員
の
給
与
を
参
考
に
、
地
方
自
治
法
や

地
方
公
務
員
法
に
基
づ
い
て
町
職
員
給

与
条
例
・
規
則
で
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。町

長
や
議
員
な
ど
の
特
別
職
の
給
料

や
報
酬
は
、
学
識
経
験
者
な
ど
で
構
成

す
る
「
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
」
の
意

見
を
聴
き
、
町
議
会
に
諮
り
条
例
で
定

め
て
い
ま
す
。

人
件
費
は
、
職
員
に
支
給
さ
れ
る
給

与
の
ほ
か
、
退
職
金
、
災
害
補
償
費
、

特
別
職
の
給
料
や
報
酬
な
ど
を
含
ん
で

い
ま
す
。

平
成
12
年
度
の
普
通
会
計
（
全
国
一

律
の
基
準
に
基
づ
く
一
般
会
計
と
特
定

の
特
別
会
計
の
合
計
）
の
決
算
で
見
る

と
、
人
件
費
の
総
額
は
、
約
23
億
円
で

歳
出
額
の
22
・
79
�
を
占
め
て
い
ま

す
。
（
表
１
）

ま
た
、
平
成
13
年
度
の
職
員
一
人
当

た
り
の
年
間
平
均
給
与
額
（
予
算
額
）

は
、
約
６
６
８
万
３
千
円
と
な
っ
て
い

ま
す
。
（
表
２
）

職
員
の
給
与
月
額
は
、
給
与
条
例
に

基
づ
く
給
料
表
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い

ま
す
。

平
成
13
年
４
月
１
日
現
在
の
一
般
行

政
職
の
平
均
給
料
月
額
は
、
39
・
８
歳

で
約
34
万
円
で
す
。（
表
３
）

給
与
水
準
の
指
標
の
一
つ
と
し
て
ラ

ス
パ
イ
レ
ス
指
数
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
国
家
公
務
員
の
給
料
水
準
を
１
０

０
と
見
な
し
て
比
較
す
る
方
法
で
本
町

の
場
合
、
平
成
13
年
４
月
１
日
現
在
で

は
１
０
１
・
２
で
前
年
と
比
較
し
て

０
・
１
ポ
イ
ン
ト
下
が
っ
て
い
ま
す
。

職
員
に
支
給
さ
れ
る
諸
手
当
は
、
調

整
、
扶
養
、
住
居
、
通
勤
、
特
殊
勤
務
、

時
間
外
勤
務
、
休
日
勤
務
、
夜
間
勤
務
、

管
理
職
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
、
期

末
・
勤
勉
手
当
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

調
整
手
当
は
、
物
価
、
生
計
費
、
民

間
企
業
の
賃
金
を
参
考
に
支
給
率
が
決

め
ら
れ
る
も
の
で
、
国
は
給
料
月
額
の

12
�
を
上
限
に
地
域
や
官
署
ご
と
に
定

め
て
い
ま
す
。
本
町
の
場
合
は
、
町
長

な
ど
三
役
と
一
般
職
の
職
員
に
６
�
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

期
末
・
勤
勉
手
当
は
、
国
家
公
務
員

と
同
じ
年
間
４
・
７
カ
月
分
で
す
。

（
表
５
）
町
長
な
ど
三
役
は
、
期
末
手

当
と
し
て
年
間
４
・
65
カ
月
分
支
給
し

て
い
ま
す
。

退
職
手
当
は
、
退
職
し
た
職
員
に
支

給
さ
れ
る
一
時
金
で
あ
り
、
支
給
額
は

退
職
時
の
給
料
月
額
、
勤
続
年
数
と
退

職
理
由
に
よ
り
決
定
さ
れ
ま
す
。
（
表

６
）
退
職
理
由
は
、
自
己
都
合
、
公
務

外
傷
病
、
公
務
外
死
亡
、
整
理
・
公
務

上
死
傷
病
、
定
年
・
勧
奨
の
５
分
類
で

す
。扶

養
、
住
居
、
通
勤
手
当
の
支
給
状

況
は
表
７
の
と
お
り
で
す
。

危
険
度
、
困
難
度
の
高
い
特
殊
な
業

務
に
従
事
す
る
場
合
に
は
条
例
で
定
め

る
特
殊
勤
務
手
当
を
、
勤
務
時
間
を
超

え
て
勤
務
す
る
場
合
や
休
日
に
勤
務
す

る
場
合
、
深
夜
に
正
規
の
勤
務
時
間
を

割
り
振
ら
れ
た
場
合
に
は
法
令
及
び
条

例
で
定
め
る
割
増
賃
金
を
時
間
外
勤
務
、

休
日
勤
務
、
夜
間
勤
務
手
当
と
し
て
支

給
し
て
い
ま
す
。

町
長
な
ど
三
役
、
教
育
長
、
町
議
会

議
員
な
ど
特
別
職
の
給
料
、
報
酬
な
ど

は
表
８
の
と
お
り
で
す
。

町
職
員
の
定
員
状
況
は
、
平
成
13
年

４
月
１
日
現
在
で
２
９
４
人
と
な
っ
て

お
り
、
平
成
12
年
度
よ
り
２
人
減
っ
て

い
ま
す
。
（
臨
時
・
嘱
託
等
職
員
は
除

く
）
内
訳
は
、
一
般
行
政
部
門
が
１
５

５
人
、
教
育
委
員
会
や
消
防
の
特
別
部

門
が
１
１
４
人
、
水
道
や
下
水
道
な
ど

の
企
業
会
計
部
門
が
25
人
と
な
っ
て
い

ま
す
。

定
員
モ
デ
ル
、
類
似
団
体
別
職
員
数

の
状
況
に
よ
る
分
析
結
果
か
ら
、
平
成

６
年
度
に
策
定
し
た
職
員
定
数
適
正
化

計
画
で
は
、
人
口
増
や
新
た
な
行
政
課

題
に
よ
る
増
員
要
因
を
適
正
か
つ
効
率

表９　部門別職員数の状況と主な増減理由（平成13年４月１日現在）

平　成
1 2年度

議 会
総務・企画
税 務
民 生
衛 生
労 働
農 林 水 産
商 工
土 木

小　　計

教 育
消 防

小　　計

水 道
下 水 道
そ の 他
小　　計

普 通 会 計

合 　 　 計

区　　　　分

一
般
行
政
部
門

特
別
行

政
部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

平　成
1 3年度

5
4 7
1 1
2 9
2 5

9
2

2 7
1 5 5
7 0
4 4

1 1 4
2 6 9

1 0
7
8

2 5

2 9 4

5
4 6
1 1
3 2
2 5

8
2

2 8
1 5 7
7 2
4 4

1 1 6
2 7 3

9
1 0
4

2 3

2 9 6

対前年
増減比
（人）

0
1
0

△3
0
0
1
0

△1
△2
△2

0
△2
△4

1
△3

4
2

△2

主 な 増 減 理 由

ＩＳＯ認証取得の担当配置

介護保険職員の分類の変更等

地籍調査業務の拡大

体制の見直しによる減

退職者の不補充・管理部門の合理化など

事務量の増
事業量の減
介護保険職員の分類の変更等

職員数（人）

表1 0 定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

平成６年度
（計画年）

７年度
（１年目）

減 員

増 員

差 引

職員数

減 員

増 員

差 引

職員数

減 員

増 員

差 引

職員数

減 員

増 員

差 引

職員数

区　　　分

一
般
行政

部
門

特
別
行政

部
門

公
営
企
業
等

会
計
部
門

合

計

1 4 7

1 0 7

2 2

2 7 6

2

2

0

1 4 7

0

4

4

1 1 1

0

0

0

2 2

2

6

4

2 8 0

８年度
（２年目）

９年度
（３年目）

1 0年度
（４年目）

1 1年度
（５年目）

1 2年度
（６年目）

0

4

4

1 5 1

1

5

4

1 1 5

0

0

0

2 2

1

9

8

2 8 8

6

5

△1

1 5 0

0

2

2

1 1 7

0

1

1

2 3

6

8

2

2 9 0

2

5

3

1 5 3

2

0

△2

1 1 5

1

1

0

2 3

5

6

1

2 9 1

2

5

3

1 5 6

0

3

3

1 1 8

0

1

1

2 4

2

9

7

2 9 8

3

4

1

1 5 7

4

2

△2

1 1 6

1

0

△1

2 3

8

6

△2

2 9 6

計

職
員
給
与
の
公
表

人
件
費
の
状
況

給
与
の
状
況

諸
手
当
の
状
況

特
別
職
の
報
酬
等

的
な
事
務
配
分
等
に
よ
り
極
力
抑
制
す

る
こ
と
と
し
、
平
成
14
年
度
で
職
員
総

数
３
６
４
人
（
人
口
１
千
人
当
た
り

９
・
25
人
）
以
下
と
し
て
定
員
管
理
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

行
政
需
要
に
対
応
し
た
組
織
機
構
へ

の
見
直
し
と
事
務
事
業
の
実
施
主
体
と

し
て
民
間
活
力
を
活
用
す
る
と
と
も
に

職
員
能
力
、
資
質
の
開
発
・
向
上
に
よ

る
公
務
能
率
の
改
善
を
進
め
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

２００２猪名川町彫刻の道
マラソン大会の交通規制

２月1 1日（祝）町道原広根線～松尾台周

辺コースにおいて、猪名川町彫刻の道マラ

ソン大会を開催します。

大会コース上の安全を期すため、当日は

午前９時から午後２時までの間、下図のと

おり通行止めにします。なお、通行止め区

間は、規制看板を設置しています。ご迷惑

をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いします。

問い合わせは、勤労者体育館（�6 8－

2277）へ。

職
員
の
定
員
状
況

定
員
適
正
化
目
標

定
員
適
正
化
手
法
の
概
要

2 3

3 1

8

1 5 5

1 0

1 7

7

1 1 4

5

8

3

2 5

3 8

5 6

1 8

2 9 4

8

6

△2

1 5 5

3

1

△2

1 1 4

3

5

2

2 5

1 4

1 2

△2

2 9 4

1 3年度
（7年目）

※なお、議員を除く特別職の職員には、調整・通勤手当が支

給されます。
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町
長

婦
人
会
福
祉
部
の
皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

皆
さ
ん
は
、
長
年
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
の
方
を
対
象

に
、
手
づ
く
り
の
お
弁
当
を
届
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、

今
日
は
、
２
月
22
日
の
実
施
に
向
け
て
打
ち
合
わ
せ
を

さ
れ
て
い
る
と
聞
き
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

会
長

昭
和
59
年
か
ら
行
っ
て
い
る
事
業
で
、
希
望

者
を
対
象
に
10
月
と
２
月
に
実
施
し
て
い
ま
す
。
目
的

の
一
つ
は
、
一
人
暮
ら
し
の
方
の
安
否
を
気
遣
う
こ
と

で
す
。
今
年
の
対
象
は
約
90
件
で
す
が
、
対
象
者
は

年
々
増
え
て
い
ま
す
ね
。

部
員

お
弁
当
を
届
け
る

と
皆
さ
ん
大
変
喜
ん
で
く
だ

さ
る
の
で
、
私
達
も
つ
く
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

部
員

た
だ
、
家
が
見
つ
か
ら
ず
、
配
達
に
困
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

町
長

そ
ん
な
苦
労
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
き

っ
と
真
心
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

部
員

心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る
の
を
、
す
ご
く
感
じ

ま
す
。
お
喋
り
す
る
の
も
楽
し
み
な
よ
う
で
す
。

部
員

お
弁
当
を
届
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の
人

の
平
常
の
暮
ら
し
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
自
分
が
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
を
あ
ん
な
に
喜
ん

で
い
た
だ
け
る
と
、
他
に
も
っ
と
で
き
る
こ
と
は
な
い

か
な
と
思
い
ま
す
。
私
も
満
た
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
り

ま
す
。

町
長

自
分
達
で
つ
く
っ
た
お
弁
当
を
、
「
お
元
気
で

す
か
」
と
声
を
か
け
、
自
ら
配
達
す
る
こ
と
に
意
義
が

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

部
員

私
達
に
と
っ
て
も
、
色
ん
な
意
味
で
良
い
経

験
で
あ
り
、
や
り
が
い
の
あ
る
活
動
で
す
。

会
長

地
元
で
採
れ
た
旬
の

野
菜
を
使
い
、
大
き
さ
、
硬
さ
、

味
付
け
に
も
配
慮
し
て
い
ま
す
。

町
長

地
方
分
権
が
進
む
と
、
行
政
に
頼
る
だ
け
で

な
く
自
分
達
自
ら
取
り
組
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
が
来
る
と
思
い
ま
す
。
消
防
団
や
青
年
団
、
婦
人

会
活
動
が
段
々
と
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
、
地
域
の
活
動
の
中
で
取
り
組
ん

だ
時
代
が
よ
か
っ
た
と
思
え
る
時
が
く
る
で
し
ょ
う
。

皆
さ
ん
方
の
活
動
が
、
猪
名
川
町
の
発
展
に
と
っ
て
大

変
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

地
域
と
の
密
接
を
大
切
に

�
お
弁
当
の
メ
ニ
ュ
ー
を
打
合
せ
す
る
福

祉
部
の
皆
さ
ん
と
談
笑
す
る
町
長

婦
人
会
福
祉
部

所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま

す
。申

告
と
納
税
の
期
限
は
、
所
得
税
に

つ
い
て
は
３
月
15
日
、
個
人
事
業
者
の

消
費
税
は
４
月
１
日
ま
で
で
す
。

な
お
、
給
与
所
得
者
な
ど
の
還
付
申

告
の
場
合
は
、
２
月
15
日
以
前
で
も
提

出
で
き
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
申
告
を
し
な
く
て

も
良
い
人
で
も
、
町
・
県
民
税
の
申
告

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

税
務
署
で
は
、
「
ご
自
分
で
申
告
書

な
ど
を
作
成
の
上
、
早
期
に
提
出
し
て

い
た
だ
く
（
自
書
申
告
）
」
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

申
告
書
を
自
分
で
作
成
し
て
、
郵
送

で
提
出
す
れ
ば
、
確
定
申
告
会
場
で
長

時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
ぜ
ひ
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

な
お
、
所
得
税
の
申
告
書
が
新
し
く

な
り
ま
し
た
。
税
務
署
か
ら
確
定
申
告

書
を
お
送
り
し
た
人
は
、
必
ず
そ
の
申

告
書
を
ご
使
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
確
定
申
告
書
の
様
式

は
、
機
械
に
よ
る
読
み
取
り
対
応
の
も

の
（
Ｏ
Ｃ
Ｒ
用
紙
）
に
な
っ
て
い
ま
す
。

記
入
し
て
い
た
だ
く
際
に
は
、
黒
ボ

ー
ル
ペ
ン
で
マ
ス
目
の
中
に
、
数
字
を

て
い
ね
い
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
控
え
も
必
ず
ボ
ー
ル
ペ
ン

で
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

◎
確
定
申
告
の
必
要
な
人

●
事
業
を
さ
れ
て
い
る
人
、
不
動
産

収
入
が
あ
る
人
、
土
地
や
建
物
・
株
式

を
売
却
し
た
人
な
ど

平
成
13
年
分
の
所
得
の
合
計
額
か
ら

所
得
控
除
（
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、

扶
養
控
除
な
ど
）
の
合
計
額
を
差
し
引

き
、
そ
の
金
額
に
基
づ
き
算
出
し
た
税

額
が
配
当
控
除
額
を
超
え
る
人

●
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
な

ど
▽
給
与
の
年
収
が
２
千
万
円
を
超
え

る
人▽

給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て

い
る
人

▽
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

得
金
額
の
合
計
額
が
、
20
万
円
を
超
え

る
人◎

所
得
税
の
還
付
申
告

給
与
所
得
者
で
、
所
得
税
の
申
告
義

務
の
な
い
人
で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合

は
、
申
告
す
れ
ば
所
得
税
が
還
付
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▽
年
末
調
整
で
、
配
偶
者
特
別
控
除

や
生
命
保
険
料
控
除
な
ど
の
所
得
控
除

の
申
告
を
し
な
か
っ
た
人

▽
源
泉
徴
収
さ
れ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

で
、
年
の
中
途
で
退
職
し
、
年
末
調
整

を
受
け
て
い
な
い
人

▽
退
職
所
得
が
あ
る
人
で
、
そ
の
所

得
を
含
め
て
申
告
す
る
と
、
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
に
つ
い
て
、
定
率
減
税

（
税
額
の
20
�
相
当
額
、
最
高
25
万
円

が
限
度
）
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
人

▽
源
泉
徴
収
さ
れ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

で
、
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特

別
控
除
、
雑
損
控
除
（
災
害
や
盗
難
な

ど
で
資
産
に
損
害
を
受
け
た
場
合
）
な

ど
を
受
け
ら
れ
る
人

◎
主
な
所
得
控
除

●
医
療
費
控
除

平
成
13
年
中
に
本
人
や
生
計
を
共
に

す
る
親
族
の
た
め
に
、
病
気
、
出
産
、

歯
の
治
療
な
ど
で
一
定
金
額
（
10
万
円

か
年
間
所
得
の
５
�
の
い
ず
れ
か
少
な

い
額
）
以
上
の
医
療
費
を
負
担
（
支
払

町
・
県
民
税
は
所
得
税
と
同
様
に
前

年
１
年
間
の
所
得
に
か
か
る
税
金
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
人
は

町
・
県
民
税
の
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
確
定
申
告
を
し
な
か

っ
た
人
や
確
定
申
告
の
必
要
の
な
い
人

で
も
次
の
場
合
は
、
町
・
県
民
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

◎
町
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

▽
今
年
の
１
月
１
日
現
在
、
町
内
に

住
ん
で
い
て
平
成
13
年
中
に
給
与
所
得

以
外
の
所
得
が
あ
っ
た
人

▽
平
成
13
年
中
に
給
与
所
得
が
あ
る

人
で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人
や
公
的

年
金
の
受
給
者
で
、
公
的
年
金
支
払
報

告
書
が
町
へ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人

▽
町
外
に
住
ん
で
い
て
、
町
内
に
事

業
所
や
家
屋
敷
を
持
っ
て
い
る
人

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
人
は
、

個
人
事
業
税
の
申
告
が
必
要
で
す
。
た

個
人
事
業
者
の
平
成
13
年
分
消
費
税

と
地
方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出

と
納
税
の
期
限
は
４
月
１
日
と
な
っ
て

い
ま
す
。

申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
平

成
13
年
分
の
課
税
売
上
額
・
課
税
仕
入

額
な
ど
を
ご
自
分
で
計
算
の
上
、
伊
丹

税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

贈
与
税
の
申
告
期
間
は
、
２
月
１
日

か
ら
３
月
15
日
で
す
。

平
成
13
年
中
に

１
１
０
万
円
を
超
え

る
財
産
（
土
地
、
建
物
、
現
金
、
有
価

証
券
、
貴
金
属
な
ど
）
を
個
人
か
ら
も

サラリーマンや年金
所 得 者 の 申 告 指 導

（相談）など

日生中央サピエ
２階（ｷﾞｬﾗﾘｰ）

相 談 内 容 と き と こ ろ

小規模事業者や不動
産所得者のための相
談など

事業所得者や不動産
所得者のための自書
申告指導など

日生住民
センター

伊 丹 税 務 署
２月18日(月)

～３月15日(金)
午前９時～午後４時

２月25日(月)
～３月５日(火)

午前10時～午後３時

２月25日(月)

～３月５日(火)

午前10時～午後３時

平成 1 2 年中に不動産
（土地や建物）等を売
却された人

生涯学習
センター

相 談 内 容 と き と こ ろ

土地や建物・株式の譲渡所得のある人の申告指導（相談）会場

２月１３日(水)
～１４日(木)

午前10時～午後３時

※各会場とも、混雑した場合は、早めに受付を終了する場合
があります。

※土・日曜日は、申告相談を行っておりません。
※正午から午後１時までは、申告相談を行っておりません。
※不動産の譲渡（２月１３日～ １４日の譲渡所得のある人の

申告相談に来場できなかった人）および贈与税に関する申告相
談は伊丹税務署へお越しください。

※日生中央サピエ２階の会場では事業所得・不動産所得の申
告相談は行っておりません。

※各会場の駐車場には、限りがありますのでバス等をご利用
ください。

町
内
の
申
告
指
導
（
相
談
）
会
場
は
左
記
の
と
お
り

で
す
。
各
会
場
と
も
期
間
中
は
、
大
変
混
雑
し
ま
す
の

で
、
申
告
書
は
、
「
確
定
申
告
の
手
引
き
」
や
「
前
年
分

の
申
告
書
控
」
を
参
考
に
、
ご
自
分
で
作
成
し
、
早
め

に
提
出
さ
れ
る
よ
う
お
願
し
ま
す
。

な
お
、
申
告
書
の
提
出
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
、
伊
丹
税
務
署
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
は
便
利
な
振
替
納
税
を
、
還
付
は
口
座

振
込
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

申告指導（相談）会場のご案内

問い合わせ先

�所得税・贈与税・消費税は、伊丹税務署
（伊丹市千僧１－4 7－３）�7 9－6 1 2 1

�事業税は、伊丹県税事務所（伊丹市千僧
１－5 1）�8 3－1 2 3 1

�町・県民税は、町税務課　�6 6－8 7 0 2

大阪国税局ホームページ
（h t t p : / / w w w . o s a k a . n t a . g o . j p）もご覧ください

こ
れ
ま
で
、
町
県
民
税
・
国
定
資

産
税
・
都
市
計
画
税
を
決
め
ら
れ
た

期
間
内
に
一

括
納
付
す
る

場
合
、
前
納
報
奨
金
を
交
付
し
て
い

ま
し
た
が
、
４
月
１
日
か
ら
、
制
度

を
廃
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

口
座
振
替
で
一
括
納
付
し
て
い
る

人
に
は
、
納
付
方
法
を
確
認
す
る
往

復
ハ
ガ
キ

を
２
月
下

旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
税
務
課
（
�

66
・
８
７
０
２
）
へ
。

っ
た
金
額
か
ら
保
険
な
ど
で
補
填
さ
れ

る
金
額
を
控
除
し
た
も
の
）
し
た
場
合
、

そ
の
金
額
が
「
所
得
金
額
」
か
ら
控
除

さ
れ
ま
す
。

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

平
成
13
年
中
に
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を

利
用
し
て
、

▽
新
築
や
中
古
住
宅
を
取
得
し
た

▽
家
屋
の
増
改
築
な
ど
を
し
た

▽
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
を
修
繕
、
模
様

替
え
を
し
た
な
ど
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
場
合
、
住
宅
取
得
の
た

め
の
借
入
金
残
高
を
対
象
と
し
て
、
そ

の
一
定
額
が
居
住
の
用
に
供
し
た
日
に

よ
り
、
10
年
間
ま
た
は
15
年
間
に
わ
た

り
税
額
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

所
得
税

町
・
県
民
税

個
人
事
業
税

だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申
告
ま
た
は

町
・
県
民
税
の
申
告
を
し
た
場
合
は
、

個
人
事
業
税
の
申
告
が
あ
っ
た
も
の
と

し
て
取
扱
わ
れ
ま
す
の
で
、
重
ね
て
申

告
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場

合
、
申
告
書
の
「
事
業
税
に
関
す
る
事

項
」
欄
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

消
費
税

贈
与
税

ら
っ
た
人
は
、
贈
与
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。

申
告
書
は
、
ご
自
分
で
作
成
の
上
、

早
め
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
贈
与
税
の
申
告
書
に
は
、
氏

名
の
フ
リ
ガ
ナ
、
生
年
月
日
を
必
ず
記

載
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
相
談
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
伊

丹
税
務
署
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付
申
告
は
、
大
阪
市
内

の
勤
め
先
か
ら
も
便
利
な
左
記
の
申
告

会
場
が
利
用
で
き
ま
す
。

大
阪
方
面
に
勤
務
さ
れ
て

い
る
み
な
さ
ん
へ

キタ会場
(曾根崎地下広場)

ミナミ会場
(大阪市精華学習ルーム)

近畿税理士会館

宝塚会場（アピアホール）

２月１日（金）～同 2 8日（木）

と こ ろ と　　　き

午前1 0時～

午後４時

（土･日・祝
日を除く）

２月５日（火）～同2 8日（木）

２月１日（金）～同 1 5日（金）

還 付 申 告 会 場

町町

税税

のの

前前

納納

報報

奨奨

金金

交交

付付

制制

度度

をを

廃廃

止止


